
                           藤沢市告示第１５３号 

 

 藤沢市国民健康保険条例（昭和２９年藤沢市条例第１９号）第１４条の６の７第

１項並びに第１４条の７第１項及び第３項並びに第１４条の７の２第１項及び第３

項の規定に基づき、令和８年度の国民健康保険料を減額する額を次のとおり定めた

ので、第１４の６の７第２項、第１４条の７第２項及び第１４条の７の２第２項の

規定により告示する。 

 

  ２０２６年（令和８年）５月１８日 

 

 

                      藤 沢 市 長 

                                             鈴  木  恒  夫 

 

 

１ ７割減額する世帯 （ 国民健康保険法施行令第２９条の７第６項第３号イに該

当する世帯 ） 

 (1) 基礎賦課額の均等割額 

ア イに掲げる被保険者以外の被保険者 

 被保険者１人につき年額 ２１，１６８円 

  イ 未就学児          被保険者１人につき年額 ２５，７０４円 

  (2) 基礎賦課額の平等割額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯  １世帯につき年額 １１，１７２円 

イ 特定世帯             １世帯につき年額  ５，５８６円 

ウ 特定継続世帯           １世帯につき年額  ８，３７９円 

(3) 後期高齢者支援金等賦課額の均等割額 

ア イに掲げる被保険者以外の被保険者 

 被保険者１人につき年額  ８，９０４円 

  イ 未就学児          被保険者１人につき年額 １０，８１２円 

 (4) 後期高齢者支援金等賦課額の平等割額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯  １世帯につき年額  ４，７０４円 

イ 特定世帯             １世帯につき年額  ２，３５２円 

ウ 特定継続世帯           １世帯につき年額  ３，５２８円 

(5) 介護納付金賦課額の均等割額  被保険者１人につき年額  ８，４８４円 

  (6) 介護納付金賦課額の平等割額  １世帯につき年額     ３，４４４円 

 (7) 子ども・子育て支援納付金賦課額の均等割額 

ア イに掲げる被保険者以外の被保険者 

 被保険者１人につき年額    ９２４円 

  イ 未就学児及び１８歳未満被保険者 

          被保険者１人につき年額  １，３２０円 

 (8) 子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上均等割額 

  被保険者１人につき年額     ５１円 



(9) 子ども・子育て支援納付金賦課額の平等割額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯  １世帯につき年額    ５０４円 

イ 特定世帯             １世帯につき年額    ２５２円 

ウ 特定継続世帯           １世帯につき年額    ３７８円 

 

２  ５割減額する世帯 （ 国民健康保険法施行令第２９条の７第６項第３号ロに該

当する世帯 ） 

   (1) 基礎賦課額の均等割額 

ア イに掲げる被保険者以外の被保険者 

 被保険者１人につき年額 １５，１２０円 

  イ 未就学児          被保険者１人につき年額 ２２，６８０円 

  (2) 基礎賦課額の平等割額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯  １世帯につき年額  ７，９８０円 

イ 特定世帯             １世帯につき年額  ３，９９０円 

ウ 特定継続世帯           １世帯につき年額  ５，９８５円 

(3) 後期高齢者支援金等賦課額の均等割額 

ア イに掲げる被保険者以外の被保険者 

 被保険者１人につき年額  ６，３６０円 

  イ 未就学児          被保険者１人につき年額  ９，５４０円 

 (4) 後期高齢者支援金等賦課額の平等割額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯  １世帯につき年額  ３，３６０円 

イ 特定世帯             １世帯につき年額  １，６８０円 

ウ 特定継続世帯           １世帯につき年額  ２，５２０円 

(5) 介護納付金賦課額の均等割額  被保険者１人につき年額  ６，０６０円 

  (6) 介護納付金賦課額の平等割額  １世帯につき年額     ２，４６０円 

 (7) 子ども・子育て支援納付金賦課額の均等割額 

ア イに掲げる被保険者以外の被保険者 

 被保険者１人につき年額    ６６０円 

  イ 未就学児及び１８歳未満被保険者 

          被保険者１人につき年額  １，３２０円 

(8) 子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上均等割額 

  被保険者１人につき年額     ３６円 

(9) 子ども・子育て支援納付金賦課額の平等割額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯  １世帯につき年額    ３６０円 

イ 特定世帯             １世帯につき年額    １８０円 

ウ 特定継続世帯           １世帯につき年額    ２７０円 

 

３ ２割減額する世帯 （ 国民健康保険法施行令第２９条の７第６項第３号ハに該

当する世帯 ） 

  (1) 基礎賦課額の均等割額 

ア イに掲げる被保険者以外の被保険者 

 被保険者１人につき年額  ６，０４８円 



  イ 未就学児          被保険者１人につき年額 １８，１４４円 

  (2) 基礎賦課額の平等割額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯  １世帯につき年額  ３，１９２円 

イ 特定世帯             １世帯につき年額  １，５９６円 

ウ 特定継続世帯           １世帯につき年額  ２，３９４円 

(3) 後期高齢者支援金等賦課額の均等割額 

ア イに掲げる被保険者以外の被保険者 

 被保険者１人につき年額  ２，５４４円 

  イ 未就学児          被保険者１人につき年額  ７，６３２円 

 (4) 後期高齢者支援金等賦課額の平等割額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯  １世帯につき年額  １，３４４円 

イ 特定世帯             １世帯につき年額    ６７２円 

ウ 特定継続世帯           １世帯につき年額  １，００８円 

(5) 介護納付金賦課額の均等割額  被保険者１人につき年額  ２，４２４円 

  (6) 介護納付金賦課額の平等割額  １世帯につき年額       ９８４円 

 (7) 子ども・子育て支援納付金賦課額の均等割額 

ア イに掲げる被保険者以外の被保険者 

 被保険者１人につき年額    ２６４円 

  イ 未就学児及び１８歳未満被保険者 

          被保険者１人につき年額  １，３２０円 

(8) 子ども・子育て支援納付金賦課額の１８歳以上均等割額 

  被保険者１人につき年額     １５円 

(9) 子ども・子育て支援納付金賦課額の平等割額 

ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯  １世帯につき年額    １４４円 

イ 特定世帯             １世帯につき年額     ７２円 

ウ 特定継続世帯           １世帯につき年額    １０８円 

 

４ １から３に掲げる世帯以外の世帯の未就学児 

  (1) 基礎賦課額の均等割額     被保険者１人につき年額 １５，１２０円 

(2) 後期高齢者支援金等賦課額の均等割額 

被保険者１人につき年額  ６，３６０円 

(3) 子ども・子育て支援納付金賦課額の均等割額 

  被保険者１人につき年額  １，３２０円 

 

５ １から３に掲げる世帯以外の世帯の１８歳未満被保険者 

 (1) 子ども・子育て支援納付金賦課額の均等割額 

                 被保険者１人につき年額  １，３２０円 


